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 軽自動車等浸水被害特例給付
金の受付期間を延長します  

令和7年8月豪雨災害により被害を
受けた軽自動車等に対する特例給付
金について、申請期限を3月31日（火）
まで延長します。
また、3月からの受付窓口および問

い合わせ先を健康福祉政策課（本庁舎
10 階）（☎ 328-2340）
へ変更します。
詳しくは、市ホーム

ページへ。
� （健康福祉政策課　☎328-2340）

 点字の納税概要書を送付します 
希望者に対して、固定資産税・市県

民税・軽自動車税の納税通知書と一緒
に点字の納税概要書（納税義務者名、
税目、年税額、納期、納期ごとの税額な
どを記載）を送付します。
  申  3月16日までに電話で固定資産税
課へ
� （固定資産税課　☎328-2195）

 市営住宅の通年募集
（募集団地一覧の更新）  

  対  事前に指定した入居促進住宅（エ
レベーターのない団地や棟で、入居率
がおおむね8割以下の住宅や、募集を
行っても入居がなかった住宅） ※対
象の住宅は、3月3日（火）から市ホー
ムページに一覧を掲載します。
【申込】
  時  3月6日（金）：①午前9時半～11時
半②午後1時～4時／9日（月）以降：午
前9時～午後4時  場  3月6日（金）①熊
本市民会館シアーズホーム夢ホール
（第6・第7会議室）／6日（金）②および
9日（月）以降:市営住宅管理センター
（市庁舎9階）  申  先着順
【共通】  問  中央・北・西区は（☎327-

5101）、東・南区は（☎311-7833）
詳しくは、市ホームページへ。

※市営住宅が360度動画で確認でき
ます。間取りや校区などの条件で
絞って検索できるページを開設し
ました。活用ください。
現在募集中の通年募

集団地についてはこれ
まで通り申し込み受け
付けを行います。
� （市営住宅課）

 令和8年度「就農スタートアッ
プ支援事業」説明会  

経営発展に必要な農業用施設・機械
の導入を支援します。
  対  新たに就農して5年目までの方
■事業説明会
（申し込み不要・当日直接会場へ）
日時（3月） 場　所 問い合わせ先

10日（火）
午後3時～

西部公民館
2階 
会議室A

西南部農業
振 興 セ ン
ター
農業振興課
（ ☎ 329-
1158）

12日（木）
午後3時～

富合公民館 
研修室1

13日（金）
午後3時半～

東部公民館 
A研修室

北東部農業
振 興 セ ン
ター
農業振興課
（ ☎ 272-
1117）

13日（金）
午後8時～

植木公民館 
（植木文化
セ ン タ ー
内）研修室

■事業公募期間・受付場所
4月1日～30日に応募書類をお住

まいの地域の農業振興課（河内農業振
興室・南農業振興室を除く）へ。 ※提
出は原則持参。
事業の対象・要件・必

要な手続きなど詳しく
は、市ホームページへ。
� （農業支援課　☎328-2384）

 令和8年度「熊本市夢と活力あ
る農業推進事業」説明会  

農業者が自ら行う農業のスマート
化、高品質化、省力・低コスト化などの
さまざまな取り組みを支援する事業
の説明会を開催します。
■事業説明会
（申し込み不要・当日直接会場へ）
日時（3月） 場　所 問い合わせ先

10日（火）
午後2時～

西部公民館
2階 
会議室A

西南部農業
振 興 セ ン
ター
農業振興課
（ ☎ 329-
1158）

12日（木）
午後2時～

富合公民館
研修室1

13日（金）
午後2時半～

東部公民館
A研修室

北東部農業
振 興 セ ン
ター
農業振興課
（ ☎ 272-
1117）

13日（金）
午後7時～

植木公民館
（植木文化
セ ン タ ー
内） 研修室

■事業公募期間・受付場所
4月1日～30日に応募書類をお

住まいの地域の農業振興センター

（北東部・西南部）または農業振興室
（南）へ。 ※提出は原
則持参。
事業の対象・要件・必

要な手続きなど詳しく
は、市ホームページまたは農業支援課
へ。
� （農業支援課　☎328-2384）

 お墓参り用臨時バスを
運行します  

お墓参りが多い3月のお彼岸の時
季に、三山荘と桃尾墓園間で臨時バス
を運行します。 ※途中での乗り降り
はできません。
  期  3月19日（木）～21日（土）  問  桃尾
墓園管理事務所（☎388-0389または
☎080-3900-7402）
【三山荘までのバス（有料）】
都市バス「三山荘」行（熊本桜町バス
ターミナルは26番のりば）
※三山荘バス停で下車し、臨時バスに
乗り継ぎとなります。

【運行時間】
三山荘・桃尾墓園間は約10分
3月19日（木）

三山荘→桃尾墓園 桃尾墓園→三山荘
1 8：30 9：15
2 9：50 10：30
3 10：50 11：10
4 11：50 12：10
5 12：50 13：10
6 13：40 14：30

3月20日（金・祝）
三山荘→桃尾墓園 桃尾墓園→三山荘

1 8：30 9：25
2 10：00 10：10
3 10：45 11：15
4 11：30 11：50
5 12：30 12：45
6 13：40 14：30

3月21日（土）
三山荘→桃尾墓園 桃尾墓園→三山荘

1 8：30 9：20
2 9：50 10：20
3 10：50 11：15
4 11：30 11：50
5 12：10 13：10
6 13：30 14：30

� （健康福祉政策課　☎328-2340）

 情報公開窓口は本庁舎12階に
移転します  

3月2日（月）に情報公開窓口は市庁
舎地下1階から12階に移転します。
電話番号やファクス番号に変更は

ありません。
� （情報公開窓口　☎328-2059）

 市民会館改修工事に伴う
休館について  

市民会館は、改修工事の実施に伴い、
以下の期間中休館します。今後も安
全・安心・快適に利用できる施設とす
るための工事ですので、ご理解とご協
力をお願いします。
  期  4月1日（水）～9月
30日（水）  問  市民会館
シアーズホーム夢ホー
ル（☎355-5235）
� （文化政策課　☎328-2039）

 緑の募金運動にご協力ください 
緑豊かな街づくりを

推進していくため、緑
の（羽根）募金運動にご
協力をお願いします。
  期  3 月 1 日（日）～ 5 月 31 日（日）�
  内  【募金方法】自治会ごとに取りまと
め、専用の振込用紙で振り込みくださ
い。詳しくは、熊本市地域みどり推進
協議会事務局（花とみどり協働課内）
へ
�（花とみどり協働課　☎328-2352）

 〈参加者募集〉第38回熊本県さ
わやか囲碁・将棋大会  

  期  【囲碁】5月30日（土）／【将棋】31日
（日）  場  熊本県総合福祉センター�
  内  【囲碁】男子上級（4段以上）、男子中
級（3段・2段）、男子初級（初段以下）、
女子の部／【将棋】上級（2段以上）、一
般（初段以下）の部
※囲碁男子上級、囲碁女子の部、将棋
上級の部は、11月開催の「ねんりん
ピック彩の国さいたま2026」の派
遣選手選考会を兼ねます。

  対  県内在住の60歳以上（令和9年4
月1日時点）のアマチュアの方  定  囲
碁140人／将棋70人（応募多数の場
合は抽選）  費  1,200円/人  申  3月9日
～4月17日にホーム
ページまたは電話で（一
財）熊本さわやか長寿財
団（☎354-3083）へ。
� （高齢福祉課　☎328-2963）
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 くらし 

自死遺族に関する人権問題
身近な人を亡くすことは、とても悲しく、苦しい体験です。特に自殺で亡

くなった場合、突然の死であることのショックや、なぜ止められなかったか
という自責など、ご遺族の苦しみは計りしれません。さらに、社会の偏見や
周囲の誤解等によって、親族が自殺で亡くなったことを周囲に話せず、一人
で苦しみ、地域社会から孤立してしまう方も少なくありません。
2006年に成立した『自殺対策基本法』に基づき、政府が推進すべき自殺

対策の指針として策定された『自殺総合対策大綱』では、多くの自殺は、個人
の自由な意思や選択の結果ではなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじ
めや孤立など、様々な悩みにより心理的に「追い込まれた末の死」と述べら
れています。
自殺は個人の問題ではなく、社会の問題であることを認識し、「誰も自殺

に追い込まれることのない社会の実現」を目指し、社会全体で対策や支援に
取り組む必要があります。
� （人権政策課　☎328-2333）

 くらしの中の人権 147

 災害義援金の
配分について 
「令和7年8月豪雨災害」によ
り被災された方々へ多くの義援
金が寄せられています。
義援金の第一次配分が決定し

ましたので、対象の方へ個別に
通知をお送りし
ます。
詳 し く は 、市

ホームページへ。
（健康福祉政策課　☎328-2340）

 マイナンバーカードセンター（大劇会館）、
マイナンバーカード東区サテライト（サンピアン）
の休業・開業日について（３月） 
・３月は、システムメンテナンスによる休業日はありません。
・その他の休業日は、市ホームページ「休業・開業日カレン
ダー」に掲載しています。

問い合わせ先�　�熊本市マイナンバーカードコールセンター
（☎277-1869）

� （戸籍住民課　☎328-2067）

　

【第10回】
スマートフォンで電話をしながら自転

車を運転してはいけないが、メールの確
認など、画面を見るだけならば違反には
ならない。〇か×か。

答え・解説は、20ページ
（地域交通支援課　☎328-2259）

 　毎月確認！自転車の交通ルール 

高校3年生までのこどもを
対象とした「ヘルメット購
入補助」を実施中。申請の締
め切りは3月31日です！➡

↗

↗


	07-12お知らせ

